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 １ 概要  

寝屋川市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画（以下「ＤＸ推

進計画」という。）では、３つの基本方針として、「①行政事務の効率化を支

える情報基盤の整備促進」「②暮らしの利便性を向上させるデジタル技術の

活用」「③社会課題の解決、新たな価値の創出に向けたデジタル技術の活

用」を掲げています。 

本アクションプランでは、これら３つの基本方針を踏まえ、本市が重点的

に進めている「市民サービスのターミナル化」「子育て・教育」「市民サービス・

働き方改革」の３つの分野における関係性を整理した上で、その効果を見

据えた重点取組の推進を図るための目標値等を設定するとともに、寝屋川

市ＤＸ推進委員会で進捗管理及び課題改善策を検討し、次年度への内容

に反映することで、ＤＸ推進計画で掲げる目指すべき姿「デジタル技術の活

用による進化した「スマート・ねやがわ」の実現」を目指します。 

 

◆  ＤＸ推進計画の３つの基本方針と本市が重点的に進める分野  

 

 

 ２ 計画期間  

ＤＸ推進計画と合わせ、令和７年度までを計画期間とし、進捗管理を行う

ため、毎年度更新するものとします。  ただし、国の動向等も踏まえ、必要に

応じて適宜見直しを図ります。 
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 ３ 取組・目標値等  

◆  情報システムの標準化・共通化  

住民基本台帳や地方税、国民健康保険等の基幹系 20 業務について、

「Gov-Cloud（ガバメント・クラウド）」を活用した国標準準拠システムへの移

行を図るため、対象業務関係課等で構成する基幹系標準化推進会議等を通

じて次の取組を中心に進めます。  

○  令和５年度の予定スケジュール  

 ４～６月  ７～９月  10～12 月  １～３月  

国  
国標準準拠システムに係

る仕様改版（随時）  
    

本
市 

基幹系標準化推進会議      

業務フローの見直し・  

精査（対象業務は※１）  
    

現行システムと国標準準

拠 システムの業 務 分 析

（対象業務は※２）  

    

ガバメント・クラウド環境

整備 ・国標準準拠システ

ム構築  

    

（※１）住民記録、印鑑登録、個人住市民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税、介護保険  

（※２）戸籍 、戸籍の附票 、国民年金 、国民健康保険、後期高齢者医療、生活保護 、障害者福祉、児

童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援、健康管理、選挙人名簿管理、就学  

 

〇 業務フローの見直しに向けた取組  

国標準準拠システムについては、地方公共団体における「デジタル基盤の整

備」「競争環境の確保」「システムの所有から利用へ」「迅速で柔軟なシステム

構築」を目標とされていることから、地方公共団体において個別に開発し、カ

スタマイズをしないことを前提とされています。 

上記※１の業務については、令和４年度に実施した現行システムと国標準

準拠システムとの業務分析結果で差分が生じている業務について、現行業務

フローの見直しによる解消または、エクセル等の一般的なソフトを活用した代
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替手法など、解消に向けた取組を進めます。また、上記※２の業務については、

現行システムと国標準準拠システムとの差異の洗い出しを進めます。 

 

〇  ガバメント・クラウド環境整備・国標準準拠システム構築に向けた取組  

国において、「国標準準拠システムへの移行」は、令和７年度末までを期限

とされており、本市においては、移行に係る経費面及び各業務繁忙期を考慮

し、移行目標時期を令和７年９月として、対象 20 業務を安全かつ円滑な移

行に必要となるガバメント・クラウド利用環境の整備・国標準準拠システムの

構築に向けた、移行スケジュールの整理・契約手続等に必要な取組を進めま

す。 

 

◆  行政手続のオンライン化  

本市ＤＸ推進計画に基づき、「添付書類の提出」「手数料の収納」等、要件

に応じて段階的にオンライン化を進め、添付書類については、その必要性を含

めた見直しを検討しています。 

更なるオンライン化を図るため、運転免許証等による本人確認や住民票の

写し等の添付書類を必要とする手続においてオンライン申請の利用が促進さ

れるよう、寝屋川市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（以下

「デジタル手続条例」という。）を令和５年４月１日から施行し、マイナンバーカ

ードによる本人確認や特定の添付書類 （※）の省略を可能としました。 

また、市民生活に密接に関係する発行件数の多い証明書のオンライン申請

の利 用 を促 進 するため、クレジットカード決 済 に加 え 、QR コード決 済

（PayPay）を追加するとともに手数料の減額（100 円減額）を行いました。 

令和５年度以降は、デジタル手続条例を活用してオンライン化を推進するよ

う、原本を必要とする手続きや対面で行う手続きについても事務フローの見

直しを進め、一部オンライン化を実施することで、目標率の達成に向けて取組

を進めます。 

（※）令和５年７月時点で「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」「登記事項証明書」

「印鑑証明書」。  
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○  手続数の目標率等 （一部オンライン化を含む）  

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

目標率  -%  26.0% 62.8％  85.0%  88.3%  100％  

達成率  9.4％  27.1％ 55.2％  -％  -％  -％  

 

○  手続件数の目標率等  

 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

目標率  -%  35.8％ 45.5％  50.8％  57.4％  60.0％  

達成率  29.8％  36.3％ 42.2％  -％  -％  -％  

※  目標率等については、「添付書類 」「手数料の収納 」等の要件に応じて年度ごとに設定しており、

令和５年度は、原本を含む添付書類を必要とする手続を対象としています。  

 

◆  デジタル技術の導入・活用  

業務の省略化、効率化を図ることを目的として、令和３年度から様々な取

組を進め、事務改善を行い、削減時間を目標値（各年度に新たに削減効果が

見込まれる時間数）として設定し、取組を進めております。 

令和５年度は、更なるデジタル技術の活用に向け、導入実績の効果などに

ついて、全庁横断的な情報共有を図るとともに、AI を活用した試行実施を行

い、今後の活用に向けた検討を行います。また、引き続き、大阪府・府内自治

体・民間事業者・大学等で構成する「大阪スマートシティパートナーズフォーラ

ム（ＯＳＰＦ）」を活用するなど、デジタル技術の導入・活用について、取組を進

めます。 
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＜令和５年度＞ 

○  削減時間の目標値等  

目標値  

６４４時間  

 

№ 名称  課等名  

１ AI・RPA 等活用  ＤＸ推進室  

２ 電子契約システム ＤＸ推進室  

３ 対馬江大利線事業推進に係る CAD 導入  道路建設課  

※令和５年度においては、内部事務の効率化 （時間削減 ）が見込まれる取組として、「庁内向けチャ

ットボット（DX 推進室 ・人事室 ）」及び「生成系 AI の業務活用 （DX 推進室 ）」の試行実施を行う

ことから、当該結果を踏まえ、必要に応じて目標値を設定するものとします。  

 

 ＜令和４年度実績＞ 

○  削減時間の目標値等  

目標値  達成値  年間効果試算 ※  

4,189 時間  2,335 時間  約 15,000 時間  

※年間効果試算は、年間を通じた効果試算に置き換えた場合です。  

 

№ 名称  課等名  

１ AI・RPA 等活用  ＤＸ推進室  

２ 自治体情報システム強靭性向上事業  ＤＸ推進室  

３ 議事録作成支援システム  総務課  

４ 
軽自動車税関係手続の電子化に伴う  

システム改修  
税務管理担当  

５ 住宅政策支援システム  住宅政策課  

６ 水位監視システム 下水道事業室  

７ 
議員報酬事務における人事給与システムの

利用（共用）  
議会事務局  

８ 教職員間等チャット機能  教育指導課  

９ オンライン連絡網  教育指導課  

 


